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（提案理由説明） 

本件は、共通決裁事項及び生涯学習部の個別決裁事項の見直しに伴い、関係

する規定を整備するため、改正するものです。 

 



別紙のとおり、町田市教育委員会事務決裁規程を一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

共通決裁事項及び生涯学習部の個別決裁事項の見直しに伴い、関係する規定を整

備するため、改正するものです。 

２ 改正内容 

改正の内容は、次のとおりです。 

（１）共通決裁事項のうち、附属機関に係る事務の専決区分及び懇談会の委員の委嘱

に係る合議先に関する規定を改めます。（別表第２関係） 

（２）共通決裁事項のうち、行政財産の使用料の減免又は還付に関する規定を改めま

す。（別表第２関係） 

（３）生涯学習総務課及び生涯学習センターの個別決裁事項に関する規定を改めます。

（別表第３関係） 

（４）その他文言の整理を行います。 

３ 施行期日 

２０２６年４月１日から施行します。 

 



町田市教育委員会事務決裁規程の一部を改正する規程 

町田市教育委員会事務決裁規程（平成１３年３月町田市教育委員会規程第７号）の

一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

  



改正後 改正前 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

共通決裁事項 共通決裁事項 

１ 庶務に関する事項 １ 庶務に関する事項 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 教育機関

の長 

略 略 略 略 略 略 

（36）附属機

関 及 び

懇 談 会

に 係 る

事 務 を

処 理 す

ること。 

 ○ ○ 

（会議傍

聴人の定

員 に 限

る。） 

○ 

（会議傍

聴人の定

員 に 限

る。） 

 

略 略 略 略 略 略 
 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 教育機関

の長 

 

略 略 略 略 略 略 

（36）附属機

関 及 び

懇 談 会

に 係 る

事 務 を

処 理 す

ること。 

 ○  

 

 

 

 

 

  

略 略 略 略 略 略 
 

２ 人事に関する事項 ２ 人事に関する事項 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 教育機関

の長 

略 略 略 略 略 略 

（２）懇談会  ○    

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 教育機関

の長 

略 略 略 略 略 略 

（２）懇談会  ○   総 務 課



の 委 員

を 委 嘱

し、又は

任 命 す

ること。 

略 略 略 略 略 略 
 

の 委 員

を 委 嘱

し、又は

任 命 す

ること。 

長 

略 略 略 略 略 略 
 

３ 財務（予算の執行、契約等を除く。）に関する事項 ３ 財務（予算の執行、契約等を除く。）に関する事項 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 教育機

関の長 

略 略 略 略 略 略 

（８）行政財

産 の 使

用 料 の

減 免 又

は 還 付

を 決 定

す る こ

と。 

○ ○ 

（継続申請

及び軽易な

も の に 限

る。） 

 

    市有財

産活用

課長（１

か月以

上の目

的外使

用のも

のに限

る。） 

略 略 略 略 略 略 
 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 教育機

関の長 

略 略 略 略 略 略 

（８）行政財

産 の 使

用 料 の

減 免 又

は 還 付

を 決 定

す る こ

と。 

○ 

（１か月

以上の目

的外使用

のものに

限る。） 

○ 

（１か月未

満の目的外

使用のもの

に限る。） 

    市有財

産活用

課長（１

か月以

上の目

的外使

用のも

のに限

る。） 

略 略 略 略 略 略 
 

４ 略 ４ 略 

備考 略 備考 略 



別表第３（第８条関係） 別表第３（第８条関係） 

個別決裁事項 個別決裁事項 

１～７ 略 １～７ 略 

８ 生涯学習総務課に関する事項 ８ 生涯学習総務課に関する事項 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 

略 略 略 略 略 

（３）市指定文化財の現状

変更の許可、許可の取

消し及び中止命令を

すること。 

重 要 な

もの 

○   

（４）市指定文化財の標識

等の位置変更を承認

すること。 

  ○  

（５）市指定文化財の管理

責任者を選任するこ

と。 

   ○   

略 略 略 略 略 

 

 

    

（８）文化財保護法の届出

を受理し、進達するこ

と。 

  ○     

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 課長 

略 略 略 略 略 

（３）市指定文化財の現状

変更の許可、許可の取

消し及び中止命令をす

ること。 

○    

（４）市指定文化財の標識

等の位置変更を承認す

ること。 

 ○   

（５）市指定文化財の管理

責任者を選任するこ

と。 

  ○     

略 略 略 略 略 

（８）埋蔵文化財存否の確

認を回答すること。 

  ○     

（９）文化財保護法の届出

を受理、進達すること。 

 

  ○     



 

 

    

（９）略 略 略 略 略 

（10）略 略 略 略 略 

（11）略 略 略 略 略 

（12）略 略 略 略 略 
 

（10）遺跡調査会を設立す

ること。 

  ○     

（11）略 略 略 略 略 

（12）略 略 略 略 略 

（13）略 略 略 略 略 

（14）略 略 略 略 略 
 

９ 生涯学習センターに関する事項 ９ 生涯学習センターに関する事項 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 センター長 

 

 

 

    

（１）略 略 略 略 略 

（２）略 略 略 略 略 
 

項目 教育長 専決区分 合議先 

部長 センター長 

（１）生涯学習及び社

会教育の事業計画

を策定すること。 

○       

（２）略 略 略 略 略 

（３）略 略 略 略 略 
 

１０ 略 １０ 略 

 

 



附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


